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11月通常会議 施設常任委員会説明資料（認定等） 原稿 

議案１６２号  市道の路線の認定について 

議案１６３号  市道の路線の変更について 

 

 議案の説明に入ります前に、今回上程しております市道の路線の認定、変

更の全体概要について、お手元に配布をさせていただきました補足資料を基

に説明させていただきます。 

 「令和７年大津市議会定例会１１月通常会議 市道認定等一覧表」をご覧

ください。 

 

１ 路線数でございますが、認定２０路線、変更６路線、今議会に上程する

のは、計２６路線でございます。 

  増加路線数としては、２０路線となります。 

 

２ 内訳でございますが、開発が１６件２４路線、位置指定が１件１路線、

各課事業が１件１路線、合計１８件、路線数は２６路線について議会の議決

を頂こうとするものであります。 

 

３ 延長でございますが、認定１．０８ｋｍの増、変更０．２８ｋｍの増と

なり、合計１．３６ｋｍの増となります。 
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４ 総路線数でございますが、現在６，６５５路線で、今回の認定で２０路

線の増加となり、市道路線数が６，６７５路線となります。 

 

５ 総延長でございますが、現在１，５６５．７０ｋｍで、３で説明いたし

ました増加延長１．３６ｋｍを加えますと総延長は、１，５６７．０６ｋｍ

となります。 

 

それでは、議案書の説明に入らせていただきます。 

議案書の３２ページをお願いします。 

議案第１６２号 市道の路線の認定について 

 次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法第８条第２項の規

定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 

議案書の３４ページから４６ページにかけまして、新たに市道に認定する路

線２０路線の路線名と起点及び終点の所在を記載しております。 

 各路線につきまして位置図で説明させていただきます。 

 

３４ページをお願いします。 

位置図右上の参考の枠内に記載しております、丸印が路線の起点を表し、

矢印が終点を表します。 
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場所は、真野五丁目、市道北１０４８号線は、道路建設課によります改良

事業に伴う認定であります。 

 

３５ページをお願いします。 

 場所は、和邇中、市道北６２３４号線は、開発に伴う認定であります。 

 

３６ページをお願いします。 

場所は、比叡辻二丁目、市道北００５６号線は、開発に伴う認定でありま

す。 

 

３７ページをお願いします。 

場所は、坂本八丁目、市道中０３７０号線は、開発に伴う認定であります。 

 

３８ページをお願いします。 

場所は、坂本六丁目、市道中０３７１号線は、開発に伴う認定であります。 

 

３９ページをお願いします。 

場所は、比叡辻一丁目、市道中４９１５号線、市道中４９１６号線、市道

中４９１７号線は、開発に伴う認定であります。 
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４０ページをお願いします。 

 場所は、下阪本四丁目、市道中４９１８号線は、開発に伴う認定でありま

す。 

 

４１ページをお願いします。 

場所は、石山寺四丁目、市道南３２９４号線は、開発に伴う認定でありま

す。 

 

同じく４１ページをお願いします。 

 場所は、平津二丁目、市道南３２６６号線は、開発に伴う認定であります。

なお、市道南３２６６号線は歩行者専用道路であります。 

 

４２ページをお願いします。 

 場所は、月輪三丁目、市道東４６３５号線、市道東４６３６号線は、開発

に伴う認定であります。このうち市道東４６３６号線は歩行者専用道路で

あります。 

 

４３ページをお願いします。 

場所は、月輪三丁目、市道東４７５７号線、市道東４７５８号線は、開発

に伴う認定であります。 
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４４ページをお願いします。 

場所は、一里山六丁目、市道東４８５１号線、市道東４８５２号線は、開

発に伴う認定であります。このうち市道東４８５２号線は歩行者専用道路で

あります。 

 

４５ページをお願いします。 

場所は、大萱六丁目、市道東５１０３号線、市道東５１０４号線は、開発

に伴う認定であります。このうち市道東５１０４号線は歩行者専用道路であ

ります。 

 

４６ページをお願いします。 

場所は、大萱五丁目、市道東５１０５号線は、開発に伴う認定であります。 

 

以上、議案第１６２号 市道の路線の認定についての説明とさせていただき

ます。 

 

つづきまして、４７ページをお願いします。 

議案第１６３号 市道の路線の変更について 

次の市道の路線を変更することについて、道路法第１０条第３項の規定に

基づき、議会の議決を求めるものであります。 
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４９ページから５３ページにかけまして、路線を変更する６路線の路線名

と起点及び終点の所在を記載しております。 

各路線につきましては、位置図で説明させていただきます。 

 

４９ページをお願いします。 

位置図右上の参考の枠内に記載しております点線丸印から点線矢印線区間

が変更前で、実線丸印から実線矢印区間が変更後となります。 

場所は、雄琴六丁目、市道北４０４４号線は、開発に伴う路線の延伸であ

ります。 

 

５０ページをお願いします。 

 場所は、坂本二丁目、市道中０８７５号線は、開発に伴う路線の延伸であ

ります。 

 

５１ページをお願いします。 

場所は、高砂町、市道中１３８９号線は、位置指定に伴う路線の延伸であ

ります。 

 

５２ページをお願いします。 

場所は、石山寺四丁目、市道南３２９３号線は、開発に伴う路線の延伸で

あります。 

 



7 

 

同じく５２ページをお願いします。 

場所は、平津二丁目、市道南３３１１号線は、開発に伴う路線の延伸であ

ります。 

 

５３ページをお願いします。 

場所は、大萱七丁目、市道東４９７７号線は、開発に伴う路線の延伸であ

ります。 

 

以上、議案第１６２号、市道の路線の認定について、議案第１６３号、市道

の路線の変更についての説明とさせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 


